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「入会権確認等請求事件」について 

 

〇判決の概要 

判決日 

令和３年３月３日 

 

判決内容（主文）  

１ 第１事件原告らの請求をいずれも棄却する。 

２(１) 原告鹿毛馬区及び原告自治会の各訴えのうち、各土地について共有 

の性質を有しない入会権を有することの確認を求める訴えをいずれも 

却下する。 

(２) 原告鹿毛馬区及び原告自治会のその余の請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

〇事件概要 

第１事件  事件番号 平成２６年(ワ)第１０１号 

１．原  告：梅田親義外２名 

２．被  告：飯塚市 

３．請求趣旨： 

(１) 原告らと被告との間において、原告らが物件目録記載の各土地に共 

有の性質を有しない入会権を有することを確認する。 

(２) 被告は原告らに対し、それぞれ１８万９，８７３円及びこれに対す 

  る訴状送達の日の翌日から完済に至るまで年５分の割合による金員を 

支払え。 

〔※１８万９，８７３円×７９名＝１４，９９９，９６７円 

  約１，５００万円〕 

(３) 訴訟費用は被告の負担とする。 

４．物件目録：土地１６８筆 約２０４万平方メートル 

 

第２事件 事件番号 平成２７年(ワ)第１６７号 

１．原  告：鹿毛馬区 

２．被  告：飯塚市 

３．請求趣旨： 

(１) 原告と被告との間において、原告が本件各土地に共有の性質を有し 

ない入会権を有することを確認する。 

(２) 被告は原告に対し、１，５００万円及びこれに対する訴状送達の日 

  の翌日から完済に至るまで年５分の割合による金員を支払え。 

(３) 訴訟費用は被告の負担とする。 

４．物件目録：土地１６８筆 約２０４万平方メートル 

 

第３事件 事件番号 平成２７年(ワ)第１６８号 

１．原  告：鹿毛馬区自治会 

２．被  告：飯塚市 

３．請求趣旨：事件番号 平成２７年(ワ)第１６７号に同じ 

４．物件目録：土地１６８筆 約２０４万平方メートル 


